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平成27年４月28日
第 ３ ６ ８ ９ 号

　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10
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○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20
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　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。
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○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５
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○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７
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○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

告　　　示

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

県土整備
事務所名

八　女

路　線　名

浮　羽 
線石川内

供 用 開 始 の 区 間

八女市星野村15049番３先から
八女市星野村15290番先まで

県土整備
事務所名

八　女

路　線　名

湯ノ原 
線合　川

供 用 開 始 の 区 間

八女郡広川町大字水原3784番１先から
八女郡広川町大字水原3783番１先まで

県土整備
事務所名

八　女

道路の
種　類

県道

路　線　名

浮　羽
 線

石川内

変　更
前後別

前
14.5
～
17.3

24.0
～
24.5

37.0

37.0後

区　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

八女市星野村15049番３
先から
八女市星野村15290番先
まで

八女市星野村15049番３
先から
八女市星野村15290番先
まで

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。
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○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２
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○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

県土整備
事務所名

北九州

路　線　名

黒　山
 線

広　渡

供 用 開 始 の 区 間

遠賀郡岡垣町大字黒山264番１先から
遠賀郡岡垣町大字黒山377番１先まで

県土整備
事務所名

北九州

道路の
種　類

県道

路　線　名

中　間
 線

水　巻

変　更
前後別

前
9.4
～
27.5

9.4
～
32.0

260.0

260.0後

区　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

中間市長津二丁目207番
１先から
中間市長津三丁目245番
１先まで

中間市長津二丁目207番
１先から
中間市長津三丁目245番
１先まで

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

北九州 県道
黒　山

 線
広　渡

前
12.5
～
30.2

10.0
～
14.6

408.7

408.7後

遠賀郡岡垣町大字黒山26
4番１先から
遠賀郡岡垣町大字黒山37
7番１先まで

遠賀郡岡垣町大字黒山26
4番１先から
遠賀郡岡垣町大字黒山37
7番１先まで

南筑後 県道
本　町
新　田 線
大　川

前
5.3
～
8.7

3.8
～
8.2

160.4

160.4後

大川市大字新田660番15
先から
大川市大字新田660番７
先まで

大川市大字新田660番15
先から
大川市大字新田660番７
先まで

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。
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○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10
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○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11
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　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 廃止年月日

大牟田市上町一丁目１－３大生319 矢野医院 Ｈ27・２・28

大牟田市不知火町二丁目136大生444 安武医院 Ｈ27・２・28

行橋市大字吉国字小町91－１行生歯57 綾塚歯科医院 Ｈ27・３・４

みやま市瀬高町大江1687－９み生薬28 大江薬局 Ｈ27・２・28

宮若市本城1119宮生薬19 大信薬局　宮若店 Ｈ26・11・30

中間市通谷二丁目１－８中生薬41 トーマ薬局 Ｈ27・３・１

飯塚市鶴三緒1546－３飯生訪８
医療法人康和会柴田みえ
こ在宅ケアセンター訪問
看護

Ｈ27・６・30

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 指定年月日

糟屋郡新宮町夜臼六丁目８－７粕生377
たかやま整形外科クリニ
ック

Ｈ27・４・１

福津市日蒔野五丁目17－１福津生52 福津中央クリニック Ｈ27・４・１

春日市大字下白水25－１春生163 こばやし整形外科 Ｈ27・４・１

筑紫野市二日市中央四丁目11番1
号　二日市ビル１階

筑紫生158 寺本整形外科 Ｈ27・４・１

小郡市三国が丘一丁目50番地２小生105
まどかファミリークリニ
ック

Ｈ27・４・１

直方市大字感田3478番１直生158
いちょう内科外科クリニ
ック

Ｈ27・４・１

宗像市東郷二丁目１番17号像生歯72 みさき歯科医院 Ｈ27・３・３

朝倉市甘木676番地
朝倉生歯
35

さくら歯科 Ｈ27・３・１

行橋市西泉四丁目13－３行生歯80 しなりクリニック歯科 Ｈ27・２・１

福津市日蒔野五丁目17－23
福津生薬
32

中央薬局 Ｈ27・４・１

春日市大字下白水22－３春生薬64 野間薬局星見ヶ丘店 Ｈ27・４・１

筑紫野市二日市中央四丁目11番
１号

筑紫生薬
83

野間薬局二日市駅前店 Ｈ27・４・１

糸島市前原西四丁目５－27
糸島地生
薬61

サンベリー調剤薬局 Ｈ27・４・１

みやま市瀬高町大江1687－９み生薬30 大江薬局 Ｈ27・３・１

大牟田市上官町二丁目３－10大生薬187 すぴか薬局 Ｈ27・４・１

直方市大字感田3478－８直生薬92 ほぬ薬局 Ｈ27・４・１

糟屋郡志免町別府北一丁目８－
20　１Ｆ

粕生訪８ からだ訪問看護 Ｈ27・４・１

八女郡広川町大字新代2316番地
南筑後生
訪２

訪問看護ステーションひ
めの

Ｈ27・２・１

飯塚市吉原町６－１　あいタウ
ン３Ｆ

飯生訪14
訪問看護ステーションな
でしこ飯塚

Ｈ27・４・１

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 休止年月日

中間市長津二丁目24－20中生45
医療法人知足産婦人科医
院

Ｈ26・４・１
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　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更
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　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。

指定番号 旧　名　称 新　名　称 所　在　地 変更年月日

平成堂薬局　矢加
部店

柳生薬15 矢加部調剤薬局 Ｈ27・３・８柳川市矢加部229－１

指定番号 名　　称 旧所在地 新所在地 変更年月日

筑紫野市原田六丁目11
－１　サンリジェール
１Ｆ　Ｂ号

筑紫生
119

スタジオ　
リカ　クリ
ニック

Ｈ18・６・12
筑紫野市原田七丁目５
－11

糟屋郡粕屋町大字仲原
94－１

糟屋郡粕屋町長者原東
一丁目10－40

粕生薬
104

株式会社箱
崎薬局長者
原駅前店

Ｈ27・２・21

柳川市矢加部226－２ 柳川市矢加部229－１柳生薬15
平成堂薬局
矢加部店

Ｈ27・３・８

福津市花見の里三丁目
17－６

福津市花見が浜一丁目
11番３号

福津生訪
２

訪問看護ス
テーション
ふくま

Ｈ27・４・１

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 指定年月日

糸島市高田二丁目18－20
糸島地生
マ13

山田　怜奈（うぃんぐ鍼
灸院　糸島院）

Ｈ27・１・１

大牟田市大字倉永1157－２大生柔71
庄島　八紘（倉永整骨院
）

Ｈ27・１・13

大牟田市大字新町69番地３大生柔72
添島　英治（添島整骨院
）

Ｈ27・４・１

小郡市上岩田1065－１小生柔18
桒野　智行（くわの整骨
院）

Ｈ27・４・６

太宰府市五条四丁目３－38宰生柔40
宮崎　誠士（五条いきい
き整骨院）

Ｈ27・３・13

糸島市高田二丁目18－20
糸島地生
柔52

岡田　恵理香（うぃんぐ
整骨院　糸島院）

Ｈ27・１・１

糸島市高田二丁目18－20
糸島地生
柔53

石丸　優（うぃんぐ整骨
院　糸島院）

Ｈ27・１・１

筑紫郡那珂川町片縄六丁目１－
３

筑紫地生
柔28

藤本　健二郎（健整骨院
）

Ｈ27・３・11

糟屋郡粕屋町長者原東三丁目２
－１－103

柏生柔112
日山　将剛（けいあい整
骨院）

Ｈ27・３・23

田川郡添田町大字庄952－２
田川生柔
30

吉原　日出雄（ときわ整
骨院）

Ｈ27・３・７

田川郡添田町大字庄952－２
田川生柔
31

吉原　雅英（ときわ整骨
院）

Ｈ27・３・７

田川郡香春町大字高野76－１
田川生柔
32

中井　誠（中井接骨院） Ｈ27・４・１

糸島市高田二丁目18－20
糸島地生
はき12

山田　怜奈（うぃんぐ鍼
灸院　糸島院）

Ｈ27・１・１

種　　類 品　　種 早　晩　性 奨励する地帯 主な利用方法

あかつき 極 早 生 県内全域 サイレージ・乾草

ワセアオバ 早 生 〃 サイレージ・乾草

タチワセ 早 生 〃 サイレージ・乾草

タチマサリ 早 生 〃 サイレージ・乾草

ニオウダチ 早 生 〃 サイレージ・乾草

いなずま 早 生 〃 サイレージ・乾草

さつきばれ 中 生 〃 サイレージ・乾草

タチムシャ 中 生 〃 サイレージ・乾草・生草

ジャイアント 中 晩 生 〃 サイレージ・乾草

マンモスＢ 中 晩 生 〃 サイレージ・乾草・生草

エース 晩 生 〃 サイレージ・生草

ムサシ 晩 生 〃 サイレージ・乾草

ウルトラハヤテ韋駄天 超 極 早 生 〃 サイレージ・乾草・生草

スーパーハヤテ隼 極 早 生 〃 サイレージ・乾草・生草

エンダックス 極 早 生 〃
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ワセドリ２条
サイレージ（ホールクロ
ップ）

Sugar Graze（シュガー
グレイズ） サイレージ・生草

ＦＳ501（高糖分ソルゴ
ー） サイレージ・生草

ＨＳ－Ｇ（タキイのハイ
ブリッドソルゴー） サイレージ・生草

ＦＳ306（雪印ハイブリ
ッドソルゴー） サイレージ・生草

ＳＸ－17（スダックス
316） サイレージ・生草

ＳＨ9904（スノーデント
王夏）

サイレージ（ホールクロ
ップ）・遅播き・二期作用

30Ｄ44（パイオニア135
日）

サイレージ（ホールクロ
ップ）･二期作用

ＳＨ3815（スノーデント
125わかば）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

ゆめそだち
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＤ680（ゴールドデン
トＫＤ680）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＤ640（ゴールドデン
トＫＤ640）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

はるか二条
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＣＳ－207（サマーべ
ーラー細茎） サイレージ・乾草

Ｋ70（キングソルゴー） サイレージ・生草

ＳＧ－１Ａ（甘味ソルゴ
ー） サイレージ・生草

ＫＣＳ－105（スーパー
シュガーソルゴー） サイレージ・生草

ＦＳ902（ビッグシュガ
ーソルゴー） サイレージ・生草

ＨＳ－Ｋ１（ヘイスーダ
ン） サイレージ・乾草

シュガースリム サイレージ・乾草

ＴＲ－92（ドライスーダ
ン） サイレージ・乾草

ＨＳ－9401（ベールスー
ダン） サイレージ・乾草

うまかろーる サイレージ・乾草

ロールキング サイレージ・乾草

カタンボラ サイレージ・乾草

グリーンミレット中生 サイレージ・生草

青葉ミレット サイレージ・生草

アキミドリⅡ 放牧・採草

ナツミドリ 放牧・採草

フィア 放牧

ケンランド 放牧・採草

ペンサコラ 放牧

モグモグあおば（西海飼
262号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

タチアオバ（西海飼253
号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

たちすずか（中国飼198
号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

〃極 早 生

〃早 中 生

〃早 生

〃早 中 生

〃中 生

〃中 生

〃晩 生

〃晩 生

〃早 生

〃早 生

〃早 中 生

〃早 中 生

〃中 生

〃中 晩 生

〃中 晩 生

〃晩 生

〃晩 生

〃極 早 生

〃早 生

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

早 生

早 中 生

中 生

晩 生

晩 生

中 生

中 生

中 生

極 早 生

早 生

早 生

早 生

早 生

晩 生

極 晩 生

極 晩 生

イタリアン
ライグラス

青刈えん麦

青刈大麦

青刈とうも
ろこし

青刈ソルガ
ム

スーダング
ラス

ローズグラ
ス
青刈ひえ

オーチャー
ドグラス

しろクロー
バ
あかクロー
バ
バヒアグラ
ス
稲発酵粗飼
料用稲
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　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 廃止年月日

大牟田市大字新町69－３大生柔７ 添島整骨院 Ｈ27・３・31

宗像市栄町12－９像生柔74
河野　健（堺整骨院　宗
像）

Ｈ27・３・１

宗像市栄町12－９像生柔75
橋本　裕貴（堺整骨院　
宗像）

Ｈ27・３・１

宗像市栄町12－９像生柔76
大瀧　勇也（堺整骨院　
宗像）

Ｈ27・３・１

宗像市栄町12－９像生柔78
常村　将志（堺整骨院　
宗像）

Ｈ27・３・１

宗像市栄町12－９像生柔79
藤永　良典（堺整骨院　
宗像）

Ｈ27・３・１

宗像市栄町13－４像生柔86
河野　健（堺整骨院　宗
像本院）

Ｈ27・３・１

福津市中央六丁目11番５－101号
福津生柔
22

池田　康弘（すまいる整
骨院）

Ｈ27・１・５

糸島市高田二丁目18－20
糸島地生
柔51

石丸　優（うぃんぐ整骨
院　糸島院）

Ｈ27・１・１

糟屋郡新宮町杜の宮四丁目５－
11

柏生柔104
東　慎吾（新宮中央整骨
院）

Ｈ27・２・16

糟屋郡新宮町杜の宮四丁目５－
11

柏生柔108
宮崎　誠士（新宮中央整
骨院）

Ｈ27・３・12

指定番号 名　　称 旧所在地 新所在地 変更年月日

遠賀郡水巻町梅ノ木団
地41－７－１Ｆ

遠賀郡水巻町梅ノ木団
地35－２

宗遠生柔
16

小柳　裕也
（こくあ整
骨院）

Ｈ27・４・１

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 指定年月日 サービス項目

福津市津屋崎三丁目16－18福津介薬29
福神調剤薬局津
屋崎店

Ｈ27・３・１ 居管

太宰府市宰都二丁目８－12宰居82
グループホーム
国分

Ｈ27・４・１ 認共

糟屋郡志免町別府北一丁目
８－20（１Ｆ）

粕介訪８ からだ訪問看護 Ｈ27・４・１ 訪看・訪リ
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　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。

指定番号 旧　名　称 新　名　称 所　在　地 変更年月日

遠賀中間医師会お
かがき病院

宗遠居38
遠賀中間医師会お
かがき病院訪問リ
ハビリテーション

Ｈ27・４・１
遠賀郡岡垣町大字手野
145

平成堂薬局矢加部
店

柳川市矢加部229－１柳介薬15 矢加部調剤薬局 Ｈ27・３・９

ふぁみりぃふ訪問
看護

太宰府市五条四丁目２
－５

宰居80
あいびーん訪問看
護

Ｈ27・４・１

指定番号 名　　称 旧所在地 新所在地 変更年月日

柳川市矢加部226－２柳介薬15
平成堂薬局
矢加部店

Ｈ27・３・９柳川市矢加部229－１

福津市花見の里三丁目
17－６

福津市花見が浜一丁目
11－３

福津居51
訪問看護ス
テーション
ふくま

Ｈ27・４・１

大牟田市北磯町２番地
49

大牟田市大黒町四丁目
13－１

大支29
ケアプラン
サービスも
みの木

Ｈ26・10・15

大牟田市北磯町２番地
49

大牟田市大黒町四丁目
13－１

大居52
リハビリデ
イサービス
もみの木

Ｈ26・10・15

嘉麻市漆生1603嘉麻介23
医療法人金丸医
院 Ｈ26・10・１

訪看・訪リ・
通リ・居管・
短療・療養・
予訪看・予訪
リ・予通リ・
予居管

遠賀郡岡垣町大字手野145宗遠居38 遠賀中間医師会
おかがき病院

Ｈ27・４・１
訪看・訪リ・
居管・予訪リ
・予居管

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 休止年月日

朝倉市堤955－27朝倉居67
訪問介護事業所エルスリ
ー福岡朝倉

Ｈ27・３・31

春日市天神山二丁目66春居78 エルスリー春日天神山 Ｈ27・４・１

春日市須玖南一丁目131春居102
訪問介護事業所エルスリ
ー春日須玖南

Ｈ27・４・１

糟屋郡宇美町原田一丁目18－19粕居150
訪問介護事業所エルスリ
ー福岡糟屋

Ｈ27・４・１

福津市福間駅東二丁目９－５福津居58
訪問介護事業所エルスリ
ー福岡福津

Ｈ27・４・１

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 廃止年月日

種　　類 品　　種 早　晩　性 奨励する地帯 主な利用方法

あかつき 極 早 生 県内全域 サイレージ・乾草

ワセアオバ 早 生 〃 サイレージ・乾草

タチワセ 早 生 〃 サイレージ・乾草

タチマサリ 早 生 〃 サイレージ・乾草

ニオウダチ 早 生 〃 サイレージ・乾草

いなずま 早 生 〃 サイレージ・乾草

さつきばれ 中 生 〃 サイレージ・乾草

タチムシャ 中 生 〃 サイレージ・乾草・生草

ジャイアント 中 晩 生 〃 サイレージ・乾草

マンモスＢ 中 晩 生 〃 サイレージ・乾草・生草

エース 晩 生 〃 サイレージ・生草

ムサシ 晩 生 〃 サイレージ・乾草

ウルトラハヤテ韋駄天 超 極 早 生 〃 サイレージ・乾草・生草

スーパーハヤテ隼 極 早 生 〃 サイレージ・乾草・生草

エンダックス 極 早 生 〃
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ワセドリ２条
サイレージ（ホールクロ
ップ）

Sugar Graze（シュガー
グレイズ） サイレージ・生草

ＦＳ501（高糖分ソルゴ
ー） サイレージ・生草

ＨＳ－Ｇ（タキイのハイ
ブリッドソルゴー） サイレージ・生草

ＦＳ306（雪印ハイブリ
ッドソルゴー） サイレージ・生草

ＳＸ－17（スダックス
316） サイレージ・生草

ＳＨ9904（スノーデント
王夏）

サイレージ（ホールクロ
ップ）・遅播き・二期作用

30Ｄ44（パイオニア135
日）

サイレージ（ホールクロ
ップ）･二期作用

ＳＨ3815（スノーデント
125わかば）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

ゆめそだち
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＤ680（ゴールドデン
トＫＤ680）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＤ640（ゴールドデン
トＫＤ640）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

はるか二条
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＣＳ－207（サマーべ
ーラー細茎） サイレージ・乾草

Ｋ70（キングソルゴー） サイレージ・生草

ＳＧ－１Ａ（甘味ソルゴ
ー） サイレージ・生草

ＫＣＳ－105（スーパー
シュガーソルゴー） サイレージ・生草

ＦＳ902（ビッグシュガ
ーソルゴー） サイレージ・生草

ＨＳ－Ｋ１（ヘイスーダ
ン） サイレージ・乾草

シュガースリム サイレージ・乾草

ＴＲ－92（ドライスーダ
ン） サイレージ・乾草

ＨＳ－9401（ベールスー
ダン） サイレージ・乾草

うまかろーる サイレージ・乾草

ロールキング サイレージ・乾草

カタンボラ サイレージ・乾草

グリーンミレット中生 サイレージ・生草

青葉ミレット サイレージ・生草

アキミドリⅡ 放牧・採草

ナツミドリ 放牧・採草

フィア 放牧

ケンランド 放牧・採草

ペンサコラ 放牧

モグモグあおば（西海飼
262号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

タチアオバ（西海飼253
号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

たちすずか（中国飼198
号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

〃極 早 生

〃早 中 生

〃早 生

〃早 中 生

〃中 生

〃中 生

〃晩 生

〃晩 生

〃早 生

〃早 生

〃早 中 生

〃早 中 生

〃中 生

〃中 晩 生

〃中 晩 生

〃晩 生

〃晩 生

〃極 早 生

〃早 生

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

早 生

早 中 生

中 生

晩 生

晩 生

中 生

中 生

中 生

極 早 生

早 生

早 生

早 生

早 生

晩 生

極 晩 生

極 晩 生

イタリアン
ライグラス

青刈えん麦

青刈大麦

青刈とうも
ろこし

青刈ソルガ
ム

スーダング
ラス

ローズグラ
ス
青刈ひえ

オーチャー
ドグラス

しろクロー
バ
あかクロー
バ
バヒアグラ
ス
稲発酵粗飼
料用稲

種　　類 品　　種 早　晩　性 奨励する地帯 主な利用方法

あかつき 極 早 生 県内全域 サイレージ・乾草

ワセアオバ 早 生 〃 サイレージ・乾草

タチワセ 早 生 〃 サイレージ・乾草

タチマサリ 早 生 〃 サイレージ・乾草

ニオウダチ 早 生 〃 サイレージ・乾草

いなずま 早 生 〃 サイレージ・乾草

さつきばれ 中 生 〃 サイレージ・乾草

タチムシャ 中 生 〃 サイレージ・乾草・生草

ジャイアント 中 晩 生 〃 サイレージ・乾草

マンモスＢ 中 晩 生 〃 サイレージ・乾草・生草

エース 晩 生 〃 サイレージ・生草

ムサシ 晩 生 〃 サイレージ・乾草

ウルトラハヤテ韋駄天 超 極 早 生 〃 サイレージ・乾草・生草

スーパーハヤテ隼 極 早 生 〃 サイレージ・乾草・生草

エンダックス 極 早 生 〃
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ワセドリ２条
サイレージ（ホールクロ
ップ）

Sugar Graze（シュガー
グレイズ） サイレージ・生草

ＦＳ501（高糖分ソルゴ
ー） サイレージ・生草
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ッドソルゴー） サイレージ・生草

ＳＸ－17（スダックス
316） サイレージ・生草

ＳＨ9904（スノーデント
王夏）

サイレージ（ホールクロ
ップ）・遅播き・二期作用

30Ｄ44（パイオニア135
日）

サイレージ（ホールクロ
ップ）･二期作用

ＳＨ3815（スノーデント
125わかば）

サイレージ（ホールクロ
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サイレージ（ホールクロ
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ＫＤ640（ゴールドデン
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Ｋ70（キングソルゴー） サイレージ・生草

ＳＧ－１Ａ（甘味ソルゴ
ー） サイレージ・生草

ＫＣＳ－105（スーパー
シュガーソルゴー） サイレージ・生草

ＦＳ902（ビッグシュガ
ーソルゴー） サイレージ・生草

ＨＳ－Ｋ１（ヘイスーダ
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シュガースリム サイレージ・乾草

ＴＲ－92（ドライスーダ
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アキミドリⅡ 放牧・採草

ナツミドリ 放牧・採草

フィア 放牧

ケンランド 放牧・採草

ペンサコラ 放牧

モグモグあおば（西海飼
262号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）
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号）
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ップ）
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号）
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ろこし

青刈ソルガ
ム

スーダング
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ローズグラ
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○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16
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　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。

中間市中尾三丁目１－３中介17 遠藤医院 Ｈ27・３・13

京都郡みやこ町豊津403－１京介97
医療法人井田内科クリニ
ック

Ｈ27・３・28

朝倉市杷木池田757－７
朝倉介薬
36

西町調剤薬局 Ｈ27・３・31

大牟田市汐屋町５－６大居107
もみの木福祉用具レンタ
ルサービス

Ｈ19・２・28

飯塚市長尾1428－１飯介福６
特別養護老人ホーム筑穂
桜の園

Ｈ27・３・31

ひ

種　　類 品　　種 早　晩　性 奨励する地帯 主な利用方法

あかつき 極 早 生 県内全域 サイレージ・乾草

ワセアオバ 早 生 〃 サイレージ・乾草

タチワセ 早 生 〃 サイレージ・乾草

タチマサリ 早 生 〃 サイレージ・乾草

ニオウダチ 早 生 〃 サイレージ・乾草

いなずま 早 生 〃 サイレージ・乾草

さつきばれ 中 生 〃 サイレージ・乾草

タチムシャ 中 生 〃 サイレージ・乾草・生草

ジャイアント 中 晩 生 〃 サイレージ・乾草

マンモスＢ 中 晩 生 〃 サイレージ・乾草・生草

エース 晩 生 〃 サイレージ・生草

ムサシ 晩 生 〃 サイレージ・乾草

ウルトラハヤテ韋駄天 超 極 早 生 〃 サイレージ・乾草・生草

スーパーハヤテ隼 極 早 生 〃 サイレージ・乾草・生草

エンダックス 極 早 生 〃
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ワセドリ２条
サイレージ（ホールクロ
ップ）

Sugar Graze（シュガー
グレイズ） サイレージ・生草

ＦＳ501（高糖分ソルゴ
ー） サイレージ・生草

ＨＳ－Ｇ（タキイのハイ
ブリッドソルゴー） サイレージ・生草

ＦＳ306（雪印ハイブリ
ッドソルゴー） サイレージ・生草

ＳＸ－17（スダックス
316） サイレージ・生草

ＳＨ9904（スノーデント
王夏）

サイレージ（ホールクロ
ップ）・遅播き・二期作用

30Ｄ44（パイオニア135
日）

サイレージ（ホールクロ
ップ）･二期作用

ＳＨ3815（スノーデント
125わかば）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

ゆめそだち
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＤ680（ゴールドデン
トＫＤ680）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＤ640（ゴールドデン
トＫＤ640）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

はるか二条
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＣＳ－207（サマーべ
ーラー細茎） サイレージ・乾草

Ｋ70（キングソルゴー） サイレージ・生草

ＳＧ－１Ａ（甘味ソルゴ
ー） サイレージ・生草

ＫＣＳ－105（スーパー
シュガーソルゴー） サイレージ・生草

ＦＳ902（ビッグシュガ
ーソルゴー） サイレージ・生草

ＨＳ－Ｋ１（ヘイスーダ
ン） サイレージ・乾草

シュガースリム サイレージ・乾草

ＴＲ－92（ドライスーダ
ン） サイレージ・乾草

ＨＳ－9401（ベールスー
ダン） サイレージ・乾草

うまかろーる サイレージ・乾草

ロールキング サイレージ・乾草

カタンボラ サイレージ・乾草

グリーンミレット中生 サイレージ・生草

青葉ミレット サイレージ・生草

アキミドリⅡ 放牧・採草

ナツミドリ 放牧・採草

フィア 放牧

ケンランド 放牧・採草

ペンサコラ 放牧

モグモグあおば（西海飼
262号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

タチアオバ（西海飼253
号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

たちすずか（中国飼198
号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

〃極 早 生

〃早 中 生

〃早 生

〃早 中 生

〃中 生

〃中 生

〃晩 生

〃晩 生

〃早 生

〃早 生

〃早 中 生

〃早 中 生

〃中 生

〃中 晩 生

〃中 晩 生

〃晩 生

〃晩 生

〃極 早 生

〃早 生

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

早 生

早 中 生

中 生

晩 生

晩 生

中 生

中 生

中 生

極 早 生

早 生

早 生

早 生

早 生

晩 生

極 晩 生

極 晩 生

イタリアン
ライグラス

青刈えん麦

青刈大麦

青刈とうも
ろこし

青刈ソルガ
ム

スーダング
ラス

ローズグラ
ス
青刈ひえ

オーチャー
ドグラス

しろクロー
バ
あかクロー
バ
バヒアグラ
ス
稲発酵粗飼
料用稲
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　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３
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○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表
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　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。

種　　類 品　　種 早　晩　性 奨励する地帯 主な利用方法

あかつき 極 早 生 県内全域 サイレージ・乾草

ワセアオバ 早 生 〃 サイレージ・乾草

タチワセ 早 生 〃 サイレージ・乾草

タチマサリ 早 生 〃 サイレージ・乾草

ニオウダチ 早 生 〃 サイレージ・乾草

いなずま 早 生 〃 サイレージ・乾草

さつきばれ 中 生 〃 サイレージ・乾草

タチムシャ 中 生 〃 サイレージ・乾草・生草

ジャイアント 中 晩 生 〃 サイレージ・乾草

マンモスＢ 中 晩 生 〃 サイレージ・乾草・生草

エース 晩 生 〃 サイレージ・生草

ムサシ 晩 生 〃 サイレージ・乾草

ウルトラハヤテ韋駄天 超 極 早 生 〃 サイレージ・乾草・生草

スーパーハヤテ隼 極 早 生 〃 サイレージ・乾草・生草

エンダックス 極 早 生 〃
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ワセドリ２条
サイレージ（ホールクロ
ップ）

Sugar Graze（シュガー
グレイズ） サイレージ・生草

ＦＳ501（高糖分ソルゴ
ー） サイレージ・生草

ＨＳ－Ｇ（タキイのハイ
ブリッドソルゴー） サイレージ・生草

ＦＳ306（雪印ハイブリ
ッドソルゴー） サイレージ・生草

ＳＸ－17（スダックス
316） サイレージ・生草

ＳＨ9904（スノーデント
王夏）

サイレージ（ホールクロ
ップ）・遅播き・二期作用

30Ｄ44（パイオニア135
日）

サイレージ（ホールクロ
ップ）･二期作用

ＳＨ3815（スノーデント
125わかば）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

ゆめそだち
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＤ680（ゴールドデン
トＫＤ680）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＤ640（ゴールドデン
トＫＤ640）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

はるか二条
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＣＳ－207（サマーべ
ーラー細茎） サイレージ・乾草

Ｋ70（キングソルゴー） サイレージ・生草

ＳＧ－１Ａ（甘味ソルゴ
ー） サイレージ・生草

ＫＣＳ－105（スーパー
シュガーソルゴー） サイレージ・生草

ＦＳ902（ビッグシュガ
ーソルゴー） サイレージ・生草

ＨＳ－Ｋ１（ヘイスーダ
ン） サイレージ・乾草

シュガースリム サイレージ・乾草

ＴＲ－92（ドライスーダ
ン） サイレージ・乾草

ＨＳ－9401（ベールスー
ダン） サイレージ・乾草

うまかろーる サイレージ・乾草

ロールキング サイレージ・乾草

カタンボラ サイレージ・乾草

グリーンミレット中生 サイレージ・生草

青葉ミレット サイレージ・生草

アキミドリⅡ 放牧・採草

ナツミドリ 放牧・採草

フィア 放牧

ケンランド 放牧・採草

ペンサコラ 放牧

モグモグあおば（西海飼
262号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

タチアオバ（西海飼253
号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

たちすずか（中国飼198
号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

〃極 早 生

〃早 中 生

〃早 生

〃早 中 生

〃中 生

〃中 生

〃晩 生

〃晩 生

〃早 生

〃早 生

〃早 中 生

〃早 中 生

〃中 生

〃中 晩 生

〃中 晩 生

〃晩 生

〃晩 生

〃極 早 生

〃早 生

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

早 生

早 中 生

中 生

晩 生

晩 生

中 生

中 生

中 生

極 早 生

早 生

早 生

早 生

早 生

晩 生

極 晩 生

極 晩 生

イタリアン
ライグラス

青刈えん麦

青刈大麦

青刈とうも
ろこし

青刈ソルガ
ム

スーダング
ラス

ローズグラ
ス
青刈ひえ

オーチャー
ドグラス

しろクロー
バ
あかクロー
バ
バヒアグラ
ス
稲発酵粗飼
料用稲

種　　類 品　　種 早　晩　性 奨励する地帯 主な利用方法

あかつき 極 早 生 県内全域 サイレージ・乾草

ワセアオバ 早 生 〃 サイレージ・乾草

タチワセ 早 生 〃 サイレージ・乾草

タチマサリ 早 生 〃 サイレージ・乾草

ニオウダチ 早 生 〃 サイレージ・乾草

いなずま 早 生 〃 サイレージ・乾草

さつきばれ 中 生 〃 サイレージ・乾草

タチムシャ 中 生 〃 サイレージ・乾草・生草

ジャイアント 中 晩 生 〃 サイレージ・乾草

マンモスＢ 中 晩 生 〃 サイレージ・乾草・生草

エース 晩 生 〃 サイレージ・生草

ムサシ 晩 生 〃 サイレージ・乾草

ウルトラハヤテ韋駄天 超 極 早 生 〃 サイレージ・乾草・生草

スーパーハヤテ隼 極 早 生 〃 サイレージ・乾草・生草

エンダックス 極 早 生 〃
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ワセドリ２条
サイレージ（ホールクロ
ップ）

Sugar Graze（シュガー
グレイズ） サイレージ・生草

ＦＳ501（高糖分ソルゴ
ー） サイレージ・生草

ＨＳ－Ｇ（タキイのハイ
ブリッドソルゴー） サイレージ・生草

ＦＳ306（雪印ハイブリ
ッドソルゴー） サイレージ・生草

ＳＸ－17（スダックス
316） サイレージ・生草

ＳＨ9904（スノーデント
王夏）

サイレージ（ホールクロ
ップ）・遅播き・二期作用

30Ｄ44（パイオニア135
日）

サイレージ（ホールクロ
ップ）･二期作用

ＳＨ3815（スノーデント
125わかば）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

ゆめそだち
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＤ680（ゴールドデン
トＫＤ680）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＤ640（ゴールドデン
トＫＤ640）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

はるか二条
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＣＳ－207（サマーべ
ーラー細茎） サイレージ・乾草

Ｋ70（キングソルゴー） サイレージ・生草

ＳＧ－１Ａ（甘味ソルゴ
ー） サイレージ・生草

ＫＣＳ－105（スーパー
シュガーソルゴー） サイレージ・生草

ＦＳ902（ビッグシュガ
ーソルゴー） サイレージ・生草

ＨＳ－Ｋ１（ヘイスーダ
ン） サイレージ・乾草

シュガースリム サイレージ・乾草

ＴＲ－92（ドライスーダ
ン） サイレージ・乾草

ＨＳ－9401（ベールスー
ダン） サイレージ・乾草

うまかろーる サイレージ・乾草

ロールキング サイレージ・乾草

カタンボラ サイレージ・乾草

グリーンミレット中生 サイレージ・生草

青葉ミレット サイレージ・生草

アキミドリⅡ 放牧・採草

ナツミドリ 放牧・採草

フィア 放牧

ケンランド 放牧・採草

ペンサコラ 放牧

モグモグあおば（西海飼
262号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

タチアオバ（西海飼253
号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

たちすずか（中国飼198
号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

〃極 早 生

〃早 中 生

〃早 生

〃早 中 生

〃中 生

〃中 生

〃晩 生

〃晩 生

〃早 生

〃早 生

〃早 中 生

〃早 中 生

〃中 生

〃中 晩 生

〃中 晩 生

〃晩 生

〃晩 生

〃極 早 生

〃早 生

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

早 生

早 中 生

中 生

晩 生

晩 生

中 生

中 生

中 生

極 早 生

早 生

早 生

早 生

早 生

晩 生

極 晩 生

極 晩 生

イタリアン
ライグラス

青刈えん麦

青刈大麦

青刈とうも
ろこし

青刈ソルガ
ム

スーダング
ラス

ローズグラ
ス
青刈ひえ

オーチャー
ドグラス

しろクロー
バ
あかクロー
バ
バヒアグラ
ス
稲発酵粗飼
料用稲

始　　　点

区　　　間
名　　　称

左岸
　北九州市小倉南区大字木下
字川掘906番地先の木下堰

終　　　点

紫川への合流点

右岸　同上 同上

東谷川
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　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

公　　　告

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。

種　　類 品　　種 早　晩　性 奨励する地帯 主な利用方法

あかつき 極 早 生 県内全域 サイレージ・乾草

ワセアオバ 早 生 〃 サイレージ・乾草

タチワセ 早 生 〃 サイレージ・乾草

タチマサリ 早 生 〃 サイレージ・乾草

ニオウダチ 早 生 〃 サイレージ・乾草

いなずま 早 生 〃 サイレージ・乾草

さつきばれ 中 生 〃 サイレージ・乾草

タチムシャ 中 生 〃 サイレージ・乾草・生草

ジャイアント 中 晩 生 〃 サイレージ・乾草

マンモスＢ 中 晩 生 〃 サイレージ・乾草・生草

エース 晩 生 〃 サイレージ・生草

ムサシ 晩 生 〃 サイレージ・乾草

ウルトラハヤテ韋駄天 超 極 早 生 〃 サイレージ・乾草・生草

スーパーハヤテ隼 極 早 生 〃 サイレージ・乾草・生草

エンダックス 極 早 生 〃
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ワセドリ２条
サイレージ（ホールクロ
ップ）

Sugar Graze（シュガー
グレイズ） サイレージ・生草

ＦＳ501（高糖分ソルゴ
ー） サイレージ・生草

ＨＳ－Ｇ（タキイのハイ
ブリッドソルゴー） サイレージ・生草

ＦＳ306（雪印ハイブリ
ッドソルゴー） サイレージ・生草

ＳＸ－17（スダックス
316） サイレージ・生草

ＳＨ9904（スノーデント
王夏）

サイレージ（ホールクロ
ップ）・遅播き・二期作用

30Ｄ44（パイオニア135
日）

サイレージ（ホールクロ
ップ）･二期作用

ＳＨ3815（スノーデント
125わかば）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

ゆめそだち
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＤ680（ゴールドデン
トＫＤ680）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＤ640（ゴールドデン
トＫＤ640）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

はるか二条
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＣＳ－207（サマーべ
ーラー細茎） サイレージ・乾草

Ｋ70（キングソルゴー） サイレージ・生草

ＳＧ－１Ａ（甘味ソルゴ
ー） サイレージ・生草

ＫＣＳ－105（スーパー
シュガーソルゴー） サイレージ・生草

ＦＳ902（ビッグシュガ
ーソルゴー） サイレージ・生草

ＨＳ－Ｋ１（ヘイスーダ
ン） サイレージ・乾草

シュガースリム サイレージ・乾草

ＴＲ－92（ドライスーダ
ン） サイレージ・乾草

ＨＳ－9401（ベールスー
ダン） サイレージ・乾草

うまかろーる サイレージ・乾草

ロールキング サイレージ・乾草

カタンボラ サイレージ・乾草

グリーンミレット中生 サイレージ・生草

青葉ミレット サイレージ・生草

アキミドリⅡ 放牧・採草

ナツミドリ 放牧・採草

フィア 放牧

ケンランド 放牧・採草

ペンサコラ 放牧

モグモグあおば（西海飼
262号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

タチアオバ（西海飼253
号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

たちすずか（中国飼198
号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

〃極 早 生

〃早 中 生

〃早 生

〃早 中 生

〃中 生

〃中 生

〃晩 生

〃晩 生

〃早 生

〃早 生

〃早 中 生

〃早 中 生

〃中 生

〃中 晩 生

〃中 晩 生

〃晩 生

〃晩 生

〃極 早 生

〃早 生

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

早 生

早 中 生

中 生

晩 生

晩 生

中 生

中 生

中 生

極 早 生

早 生

早 生

早 生

早 生

晩 生

極 晩 生

極 晩 生

イタリアン
ライグラス

青刈えん麦

青刈大麦

青刈とうも
ろこし

青刈ソルガ
ム

スーダング
ラス

ローズグラ
ス
青刈ひえ

オーチャー
ドグラス

しろクロー
バ
あかクロー
バ
バヒアグラ
ス
稲発酵粗飼
料用稲

事務所の所在地及び氏名登録番号

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁
目18番28号ジェントリー博多804
号
藤田　祐介

処分内容

３月間の業務の停止
（平成27年４月26日から平成27年
７月25日まで）

11400770

氏名又は名称

株式会社カインズ

住　　　所

埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目２番１号

氏名又は名称

株式会社カインズ

住　　　所

埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目２番１号
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　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。

種　　類 品　　種 早　晩　性 奨励する地帯 主な利用方法

あかつき 極 早 生 県内全域 サイレージ・乾草

ワセアオバ 早 生 〃 サイレージ・乾草

タチワセ 早 生 〃 サイレージ・乾草

タチマサリ 早 生 〃 サイレージ・乾草

ニオウダチ 早 生 〃 サイレージ・乾草

いなずま 早 生 〃 サイレージ・乾草

さつきばれ 中 生 〃 サイレージ・乾草

タチムシャ 中 生 〃 サイレージ・乾草・生草

ジャイアント 中 晩 生 〃 サイレージ・乾草

マンモスＢ 中 晩 生 〃 サイレージ・乾草・生草

エース 晩 生 〃 サイレージ・生草

ムサシ 晩 生 〃 サイレージ・乾草

ウルトラハヤテ韋駄天 超 極 早 生 〃 サイレージ・乾草・生草

スーパーハヤテ隼 極 早 生 〃 サイレージ・乾草・生草

エンダックス 極 早 生 〃
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ワセドリ２条
サイレージ（ホールクロ
ップ）

Sugar Graze（シュガー
グレイズ） サイレージ・生草

ＦＳ501（高糖分ソルゴ
ー） サイレージ・生草

ＨＳ－Ｇ（タキイのハイ
ブリッドソルゴー） サイレージ・生草

ＦＳ306（雪印ハイブリ
ッドソルゴー） サイレージ・生草

ＳＸ－17（スダックス
316） サイレージ・生草

ＳＨ9904（スノーデント
王夏）

サイレージ（ホールクロ
ップ）・遅播き・二期作用

30Ｄ44（パイオニア135
日）

サイレージ（ホールクロ
ップ）･二期作用

ＳＨ3815（スノーデント
125わかば）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

ゆめそだち
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＤ680（ゴールドデン
トＫＤ680）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＤ640（ゴールドデン
トＫＤ640）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

はるか二条
サイレージ（ホールクロ
ップ）

ＫＣＳ－207（サマーべ
ーラー細茎） サイレージ・乾草

Ｋ70（キングソルゴー） サイレージ・生草

ＳＧ－１Ａ（甘味ソルゴ
ー） サイレージ・生草

ＫＣＳ－105（スーパー
シュガーソルゴー） サイレージ・生草

ＦＳ902（ビッグシュガ
ーソルゴー） サイレージ・生草

ＨＳ－Ｋ１（ヘイスーダ
ン） サイレージ・乾草

シュガースリム サイレージ・乾草

ＴＲ－92（ドライスーダ
ン） サイレージ・乾草

ＨＳ－9401（ベールスー
ダン） サイレージ・乾草

うまかろーる サイレージ・乾草

ロールキング サイレージ・乾草

カタンボラ サイレージ・乾草

グリーンミレット中生 サイレージ・生草

青葉ミレット サイレージ・生草

アキミドリⅡ 放牧・採草

ナツミドリ 放牧・採草

フィア 放牧

ケンランド 放牧・採草

ペンサコラ 放牧

モグモグあおば（西海飼
262号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

タチアオバ（西海飼253
号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

たちすずか（中国飼198
号）

サイレージ（ホールクロ
ップ）

〃極 早 生

〃早 中 生

〃早 生

〃早 中 生

〃中 生

〃中 生

〃晩 生

〃晩 生

〃早 生

〃早 生

〃早 中 生

〃早 中 生

〃中 生

〃中 晩 生

〃中 晩 生

〃晩 生

〃晩 生

〃極 早 生

〃早 生

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

早 生

早 中 生

中 生

晩 生

晩 生

中 生

中 生

中 生

極 早 生

早 生

早 生

早 生

早 生

晩 生

極 晩 生

極 晩 生

イタリアン
ライグラス

青刈えん麦

青刈大麦

青刈とうも
ろこし

青刈ソルガ
ム

スーダング
ラス

ローズグラ
ス
青刈ひえ

オーチャー
ドグラス

しろクロー
バ
あかクロー
バ
バヒアグラ
ス
稲発酵粗飼
料用稲

氏名又は名称

株式会社ナフコ

住　　　所

北九州市小倉北区魚町二丁目６番10号

氏名又は名称

株式会社ナフコ

住　　　所

北九州市小倉北区魚町二丁目６番10号

駐車場の位置 収容台数（台）

駐車場№１　建物東側及び南側 

駐車場№２　建物屋上部

　　　　　　　　　　　　合　計

260

50

310

駐車場の位置 収容台数（台）

建物南西側

　　　　　　　　　　　　合　計

35

35

荷さばき施設の位置 面積（平方メートル）

荷さばき施設№１　建物東側

荷さばき施設№２　建物南側

　　　　　　　　　　　　合　計

45.5

31.5

77.0

廃棄物等の保管施設の位置 容量（立方メートル）

廃棄物等保管施設№１　建物内東側

廃棄物等保管施設№２　建物内東側

　　　　　　　　　　　　合　計

26.33

6.22

32.55

小売業者の氏名 閉店時刻開店時刻

株式会社カインズ 午後９時00分午前６時00分
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　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。

駐車場の位置 収容台数（台）

駐車場　建物北側、西側 

　　　　　　　　　　　　合　計

138

138

駐車場の位置 収容台数（台）

駐輪場　建物北側

　　　　　　　　　　　　合　計

10

10

荷さばき施設の位置 面積（平方メートル）

荷捌き施設　建物南側

　　　　　　　　　　　　合　計

96.0

96.0

廃棄物等の保管施設の位置 容量（立方メートル）

廃棄物保管施設　建物南側

　　　　　　　　　　　　合　計

24.02

24.02

小売業者の氏名 閉店時刻開店時刻

株式会社ナフコ 午後９時00分午前７時00分

氏　　　名 住　　　　　　　所

みやこ町犀川崎山748番地４田中　厚一

みやこ町犀川山鹿398番地玉置　壽

氏　　　名 住　　　　　　　所

髙上　正義

吉田　好敏

岡﨑　晃

永末　見二

笈木　正博

青木　操

初山　勝

髙上　澄雄

夕田　勝茂

依田　二則

豊前市大字山内81番地

豊前市大字下河内181番地１

豊前市大字下河内1088番地　

豊前市大字下河内1605番地

豊前市大字下河内2138番地

豊前市大字下河内1950番地

豊前市大字山内331番地

豊前市大字山内324番地１

豊前市大字挾間550番地２

豊前市大字挾間585番地１

氏　　　名 住　　　　　　　所

𠮷川　時夫 豊前市大字挾間438番地
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　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。

氏　　　名 住　　　　　　　所

髙上　正義

吉田　好敏

岡﨑　晃

永末　見二

笈木　正博

青木　操

初山　勝

髙上　澄雄

夕田　勝茂

依田　二則

豊前市大字山内81番地

豊前市大字下河内181番地１

豊前市大字下河内1088番地　

豊前市大字下河内1605番地

豊前市大字下河内2138番地

豊前市大字下河内1950番地

豊前市大字山内331番地

豊前市大字山内324番地１

豊前市大字挾間550番地２

豊前市大字挾間585番地１

氏　　　名 住　　　　　　　所

西江　道明

野上　治男

古賀　勝典

加藤　幸一

西村　一幸

野上　宏吉

松延　浩一

八女市本2971番地

八女市本851番地

八女市本2888番地

八女市大籠57番地

八女市本2983番地１

八女市本870番地

八女市今福1178番地

氏　　　名 住　　　　　　　所

𠮷川　時夫

藤川　直行

豊前市大字挾間438番地

豊前市大字下河内2111番地１

氏　　　名 住　　　　　　　所

鬼木　敏博

松延　政勝

八女市本858番地

八女市今福1257番地10

氏　　　名 住　　　　　　　所

林　精介 豊前市大字畑2432番地３

氏　　　名 住　　　　　　　所

久保　勝 築上郡築上町大字広末623番地１

氏　　　名 住　　　　　　　所

吉田　隆文 築上郡築上町大字広末615番地１

藤川　直行 豊前市大字下河内2111番地１



平
成
27
年
4
月
28
日
　
火
曜
日

第
３
６
８
９
号

福
岡

県
公

報
14

　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。

氏　　　名 住　　　　　　　所

鬼木　敏博

松延　政勝

八女市本858番地

八女市今福1257番地10

氏　　　名 住　　　　　　　所

西江　道明

野上　治男

中嶋　實

西村　一幸

野上　宏吉

野田　豊

松延　浩一

八女市本2971番地

八女市本851番地

八女市本1374番地

八女市本2983番地１

八女市本870番地

八女市大籠24番地３

八女市今福1178番地
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　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。

換地計画を定めた地域 縦覧に供する書類 縦覧期間 縦覧場所

換地計画書の写し 添田町役場平成27年４月28日から
平成27年６月１日まで

田川郡添田町大字中元
寺の一部（中元寺地区
第３換地区）

換地計画を定めた地域 縦覧に供する書類 縦覧期間 縦覧場所

換地計画書の写し 添田町役場平成27年４月28日から
平成27年６月１日まで

田川郡添田町大字中元
寺の一部（中元寺地区
第１換地区）
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　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。
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（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。
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○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

公安委員会

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。

平成27年６月23日

（火）から同年６

月25日（木）まで

の間

午前９時30分から午後４時35分まで（初日の講習

については、午後１時00分から開始する。最終日

の講習については、午後０時10分までとし、その

後午後１時00分から修了考査を実施する。）

北九州市門司区

小森江三丁目９

番１号福岡県警

察警備員教育セ

ンター

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

平成27年６月18日

（木）から同年６

月25日（木）まで

の間

午前９時30分から午後４時35分まで（最終日の講

習については、午後０時10分までとし、その後午

後１時00分から修了考査を実施する。）

北九州市門司区

小森江三丁目９

番１号福岡県警

察警備員教育セ

ンター
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　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。
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　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。

実　　施　　日 実　施　時　間 実　施　場　所

平成27年８月４日（火）
午前９時から午後６時
までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号
福岡県警察警備員教育センター

実　　施　　日 実　施　時　間 実　施　場　所

平成27年８月５日（水）
午前９時から午後６時
までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号
福岡県警察警備員教育センター
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　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。
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○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。
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　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。

実　　施　　日 実　施　時　間 実　施　場　所

平成27年８月６日（木）
午前９時00分から午後
６時00分までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号
福岡県警察警備員教育センター
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　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16
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　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。
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　　　　告　　　示（第447号－第467号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………３

○生活保護法に基づく指定医療機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の所在地の変更

（保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

（保護・援護課）……………７

○生活保護法に基づく指定介護機関の休止及び廃止 （保護・援護課）……………７

○土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の全部の解除（環境保全課）……………８

○福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主

　な利用方法 （畜　産　課）……………８

○水防法に基づく水防警報を行う河川の指定 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深 （河　川　課）……………９

○浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の変更（河　川　課）……………10

　　　　公　　　告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （職業能力開発課）……………10

○行政書士に対する懲戒処分 （市町村支援課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗の新設の届出 （中小企業振興課）……………11

○土地改良区の役員の就任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………12

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………13

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○落札者等の公示 （監視指導課）……………14

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○県営土地改良事業の換地計画 （農村森林整備課）……………15

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 （保護・援護課）……………15

○地域雇用開発促進法に基づき策定した雇用開発計画の公表

（労働政策課）……………16

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （保健衛生課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………16

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………17

○指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の消滅 （漁業管理課）……………17

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （廃棄物対策課）……………17

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施 （警察本部生活保安課）……………18

○警備業法第23条に規定する検定の実施 （警察本部生活保安課）……………20

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

（警察本部生活保安課）……………22

○警備員等の検定等に関する規則附則第７条第２項に規定する検定合

　格者審査の実施 （警察本部生活保安課）……………24

　福岡県告示第447号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第448号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第449号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第450号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第451号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年４月28日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第452号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第453号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第454号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第455号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から休止及び廃止の届出があったので

、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含

む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　　川　　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第456号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第457号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第458号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第459号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項に

おいてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第460号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第461号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から名称及び所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第

４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示す

る。

　　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第462号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から休止及び廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　休止

２　廃止

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第463号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第１項の規定により指定した要措置区

域について、汚染の除去等の措置により指定の事由がなくなったため、同法第６条第４

項の規定により、当該要措置区域の全部について次のとおり指定を解除する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定を解除する要措置区域

　　宗像市赤間駅前二丁目472番５の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　砒素及びその化合物

　　ふっ素及びその化合物

３　指定を解除する要措置区域において講じられた指示措置等

　　規則別表第５の１の下欄に規定する土壌汚染の除去
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第464号

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法を定め

たので、次のように告示する。

　福岡県における飼料作物の奨励品種、早晩性、奨励する地帯及び主な利用方法（平成

26年６月福岡県告示第499号）は廃止する。

　　平成27年４月28日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第465号

　水防法（昭和24年法律第193号）第16条第１項の規定に基づき、水防警報を行う河川

を指定したので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第466号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系東谷川に係る

浸水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を定めたの

で、同条第３項の規定により公表する。

 その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第467号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく紫川水系紫川に係る浸

水想定区域の指定について、当該区域及び浸水した場合に想定される水深を変更したの

で、同条第４項において準用する同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州県土整備事務所において

閲覧に供する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　福岡県認定職業訓練認定事務取扱要領の一部改正案について、次のとおり意見を募集

します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　小 川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から平成27年５月29日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/content

s/ninteiiken.html）に掲載するほか、福岡県福祉労働部労働局職業能力開発課に備え

置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第14条第２号の規定に基づき、平成27年４月17日

付けで、次のとおり行政書士に対する処分をしたので、同法第14条の５の規定により、

公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月10日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）カインズ福岡新宮店

　⑵　所在地　糟屋郡新宮町中央駅前二丁目10番１ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　8,302平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前５時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　３箇所　建物敷地西側及び南側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前６時00分～午後11時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成27年４月13日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ホームプラザナフコ　うきは店

　⑵　所在地　うきは市吉井町桜井字川原田244番地ほか

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成27年12月14日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　4,709平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

　　　午前６時30分～午後９時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　２箇所　建物北側

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前８時00分～午後８時00分
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　犀川南部土地改良区から役員の就任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　角田中部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任監事

２　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

 八女地区土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年４月28日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下水モニタリング調査業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　一般財団法人九州環境管理協会

　⑵　住所

　　　福岡市東区松香台一丁目10番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　39,366,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞ⅱに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　飯塚市産業廃棄物最終処分場地下滞留水処理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県環境部監視指導課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年３月27日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　アサヒプリテック株式会社北九州事業所

　⑵　住所

　　　北九州市門司区新門司三丁目81番５号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　28,120,608円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒝ⅲに該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定に基づき、県営土地改

良事業の施行に係る地域の換地計画を平成27年４月16日付けで定めたので、同条第４項

において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦

覧に供する。

　　　平成27年４月28日

福岡県知事　　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人　ウィズ　ア　スマイル

　⑵　代表者の氏名

　　　有吉　真由美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市津屋崎六丁目５番10号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、発展途上国・貧困地域及び国内の問題を抱える子どもや大人に対して

、国際協力、子どもの健全育成及び社会教育に関する事業を行い、全ての人々が夢や

希望を持ち、生涯を通じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする

。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県生活福祉資金貸付事業の補助に関する条例施行規則の一部改正案について、次

のとおり意見を募集します。

　平成27年４月28日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見募集期間

　　平成27年４月28日から同年５月27日まで

２　概要、受付方法等

　関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に掲

載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課企画調整係に備え置きます。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　地域雇用開発促進法（昭和62年法律第23号）第５条第５項の規定に基づき、福岡県中

間遠賀地域雇用開発計画及び福岡県北筑後地域雇用開発計画について厚生労働大臣の同

意を得たので、同条第７項の規定により次のとおり公表する。

　（「次のとおり」は省略し、各計画書を福岡県福祉労働部労働局労働政策課において

縦覧に供する。）

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第５号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで「食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関

する事項の行政処分等の指針」の制定を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県保健医療介護部保健衛生課に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　消費者庁、国税庁及び農林水産省が行政手続法（平成５年法律第88号）第39条第１

項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第４条第１項の規定に基づいて定

められた食品表示基準の違反に係る同法第６条第１項及び第３項の指示及び指導並び

に公表の指針」と実質的に同一の行政指導指針並びに消費者庁が行政手続法第39条第

１項の規定による手続を実施して定めた「食品表示法第６条第８項の規定に基づく命

令等の指針」と実質的に同一の処分基準を定めたものであり、これは福岡県行政手続

条例第37条第４項第５号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなか

ったものです。

２　食品表示法の規定に基づく健康の保護及び増進に関する事項の行政処分等の指針の

公布日

　　平成27年３月31日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　福津市上西郷1239番３

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福津市上西郷1150番９

　　鈴木　光太　　鈴木　真由美
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　（第二工区）京都郡みやこ町犀川山鹿91番３、91番４、112番１及び112番３

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡みやこ町勝山上田960番地

　　みやこ町長　　井上　幸春
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　小郡市二森字迎田1118番４から1118番９まで、1124番２、1124番３、1125番６から

1125番13まで、1134番1、1134番３、1134番５から1134番８まで、1136番４、1136番

６、字中牟田1244番１、1244番５から1244番10まで、1256番２から1256番６まで、

1258番３、1258番７、1258番８、字亀甲1265番１、1265番３から1265番10まで、1269

番２、1270番２から1270番５まで、1272番４、1272番５、字北田1278番１から1278番

９まで、1279番１から1279番３まで、1279番５から1279番16番まで、1286番７、1286

番９、1286番10、1292番１、1292番３から1292番６まで、1293番２、1293番３、1294

番１から1294番13まで、字道添1384番２、並びに字西宮原1386番２から1386番４まで

、1387番１、1387番３、1387番６から1387番24まで、1388番２、1388番５から1388番

７まで、1397番１、1397番４、1397番７から1397番14まで、1406番２、1406番３、

1407番３から1407番５まで、1410番２、1410番３及び1410番５から1410番７まで

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　久留米市国分町743－２

　　昭和建設　株式会社

　　代表取締役　戸田　誠二
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定による公告する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　京都郡苅田町大字尾倉字砂原4378番１、4378番10から4378番27まで及び4380番２

２　開発許可を受けた者の所在地及び代表者氏名

　　京都郡苅田町大字尾倉3402番地１

　　有限会社　はるだや産業

　　代表取締役　沖永　昭徳
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の加入区において平成23年４月福岡県告示第765号により発生した指定漁船を普通

損害保険に付すべき義務は、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第

１項第１号の規定により平成27年４月25日を限り消滅したので、同条第２項の規定によ

り公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　加入区の名称　馬島加入区
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づ

く「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正を行ったので、次

のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県の各保健福祉環境事務所に備え置きます。

　　平成27年４月28日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例（平成26年福

岡県条例第37号）の施行に伴い、必要となる規定の整備を行ったもの、及び福岡県保

健福祉環境事務所等の設置等に関する条例に基づく規定の整理を行ったものであり、

福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため、同条例に定める意見公募手

続を実施しなかったものです。

２　審査基準等の施行日

　　平成27年４月１日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第123号

　警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所 

⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　42名

　⑵　追加取得講習

　　　６名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月１日（月）から同年６月３日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

※　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者 　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

ア　前記５⑶アに掲げる書面

イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

ア　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に

、受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告すると

ともに、前記５⑶に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと

。

ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

。

エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

⑴　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる

。

⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第124号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので

、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）第７条の規定により公示する。　

　　平成27年４月28日

 福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　⑵　交通誘導警備業務１級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　貴重品運搬警備業務２級　

　⑵　交通誘導警備業務１級

※　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

　⑵　交通誘導警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

ア　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

イ　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

５　検定の方法

　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　貴重品運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項 

イ　法令に関すること。

ウ　貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備

業務用車両」という。）並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること

。

エ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関する

こと。

イ　運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した

場合における応急の措置に関すること。

　⑵　交通誘導警備業務１級

　　ア　学科試験

ア　警備業務に関する基本的な事項

イ　法令に関すること。

ウ　車両等の誘導に関すること。

エ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

オ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

　　イ　実技試験

ア　車両等の誘導に関すること。

イ　交通誘導警備業務の管理に関すること。

ウ　工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が

発生した場合における応急の措置に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日及びその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑶　受検申請手続場所

ア　住所地を管轄する警察署

イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

ア　必須書類

ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）

イ　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　１級の受検資格を疎明する、以下のいずれかの書類（１級検定受検希望者に

限る。）

ａ　検定を受けようとする警備業務の種別の２級検定合格証明書の写し及び当

該種別の合格証明書の交付を受けた後、当該警備業務に従事した期間が１年

以上であることを疎明する書面（警備業者が作成する警備業務従事証明書等

）

ｂ　検定規則第８条第２号の規定により都道府県公安委員会が交付した書面（

１級検定受検資格認定書）

イ　必要に応じて添付すべき書類

　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　ア　貴重品運搬警備業務２級　16,000円

　　イ　交通誘導警備業務１級　14,000円

※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

ア　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（

381）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号

を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定

員に達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること

。

　　　※　書類持参以外の方法（郵送等）による申込みは、一切受け付けない。

ウ　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間内（２

日間）に受検申請手続きを行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無

効とする。

エ　受検申請手続きは、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに

限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

⑵　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

⑷　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

⑸　本検定は、長崎県公安委員会と共同で実施する。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第125号

　警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条による審査（以下

「審査」という。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成

17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定により

公示する。　

　　平成27年４月28日

   福岡県公安委員会　　

１　審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２　審査の実施日、実施時間及び実施場所

※　上記表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし、

午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　審査定員

　　30名

４　審査対象者

　旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という。）を有する者であ

って、次に掲げる事項のいずれかに該当するもの。ただし、検定規則附則第７条第２

項（学科及び実技試験の免除）に規定する者を除く。

　⑴　福岡県内に住所を有する者

　⑵　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員

　⑶　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

５　審査の方法

　　審査は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式10問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については、実技試験を

行わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　学科試験

　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　イ　法令に関すること。

　　ウ　警備業務の実施に関すること。

　　エ　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

　⑵　実技試験

　　　警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

７　審査申請手続等

　⑴　受付期間

　平成27年６月29日（月）から同年７月１日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　必要書類

　　ア　必須書類

ア　審査申請書（検定規則別記様式）１通

イ　写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ２．４センチメートルの写真で、その裏面に

氏名及び撮影年月日を記入したもの）

ウ　旧合格証の写し

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　なし

　⑶　審査手数料

　　　4,700円

※　審査手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　　また、納付した審査手数料については、審査申請を取り消した場合又は受審し

なかった場合においても返還しない。

　⑷　申請方法

ア　審査を希望する者は、まず、前記７⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員

教育センター設置の受付専用電話（093（381）2627）に電話して事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中で

あっても、定員に達したときは受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

イ　受付番号を取得した者は、事前申し込みを行った日を含めた２日以内（県の休

日を除く。）の午前９時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分

までの間を除く。）に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者が

属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に受付番号を申告するとともに、前記７⑵に掲げる必要書類に審査手数料

を添えて審査申請し、受検票の交付を受けること。

　　　※　書類持参以外（郵送等）の申込みは、一切受け付けない。

ウ　審査の申請は、原則として受審者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事情

等により代理人が申請を行う場合は、受審者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（それぞれ90パーセント以上の成績を合格とする

。）した者に対し、成績証明書を交付する。

９　その他

⑴　審査当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装を必ず持参すること。

⑵　審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生活保

安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セ

ンター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑶　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

福岡県公安委員会告示第126号

　警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第５条による審査のうち、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）附則第７条第２項により学科試験及び実技試験の全部が免除となる検定合

格者審査（以下「書面審査」という。）を次のとおり実施するので、検定規則附則第９

条の規定により公示する。

　　平成27年４月28日

福岡県公安委員会　　

１　書面審査期間

　　平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの間

※　福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。

２　書面審査を行う種別及び級

　廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下

「旧検定規則」という。）第１条第１項に規定する検定（以下「旧検定」という。）

に係る全ての種別及び級

３　書面審査対象者

⑴　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際（平成17年11月21日現在）、現

に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している

期間が継続して１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当

する場合に限る。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」

という。）の交付を受けていること。

⑵　旧検定に合格した者であって、検定規則施行の際、現に当該旧検定に係る警備業

務に係る旧検定規則第12条第１項に規定する指定講習（以下「指定講習」という。

）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して

１年以上であったもの。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合に限る

。

ア　福岡県内に住所を有すること。

イ　福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること。

ウ　福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること。

４　書面審査申請手続等

　⑴　受付期間

　県の休日を除く、平成27年６月１日（月）から同年７月31日（金）までの、午前

９時00分から午後５時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受付場所

ア　前記３⑴ア又は同３⑵アに該当する者

　　住所地を管轄する警察署

イ　前記３⑴イ又は同３⑵イに該当する者

　　営業所の所在地を管轄する警察署

ウ　前記３⑴ウ又は同３⑵ウに該当する者

　　旧合格証の交付を受けた警察署

　⑶　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　審査申請書（検定等規則別記様式）１通　

　　　　※　同申請書には、申請者本人の押印が必要。

イ　写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ

３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及

び撮影年月日を記入したもの。）１枚

ウ　旧合格証の写し

エ　前記３の審査対象に該当することを疎明する書面（下記ａ又はｂのいずれか

１つ）

　　　　ａ　前記３⑴に該当する者

　検定規則の施行の際、現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、か

つ、当該警備業務に従事している期間が継続して１年以上であることを疎明

する書面（警備業務従事証明書等）

　　　　ｂ　前記３⑵に該当する者

　検定規則の施行の際、現に指定講習の講師として従事しており、かつ、当

該講師として従事している期間が継続して１年以上であることを疎明する書

面（指定講習講師従事証明書等）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　　　ウ　旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

　　　　　なし

５　申請方法

⑴　前記４⑴の受付期間内に、住所地（審査希望者が警備員である場合には、その者

が属する営業所の所在地を含む。）を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた

警察署に、前記４⑶に掲げる必要書類を提出すること。

⑵　書面審査申請は、原則として審査申請者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、審査申請者本人の委任状（本人が署名したもの

に限る。）を持参すること。

⑶　手数料

　　書面審査については、手数料を徴収しない。

６　成績証明書の交付

　書面審査の結果、当該種別の警備業務に関する知識及び能力を有する者と判定した

場合において、成績証明書を交付する。

７　その他

⑴　書面審査に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５

時45分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、福岡県警察本部生

活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教

育センター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

⑵　審査申請書（検定規則別記様式）については、各警察署の生活安全課又は生活安

全刑事課において受け取ることができる。


